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令和５年１２月１３日（水曜日） 

予算決算委員会全体会 

議会会議室 

出席委員 

 委員全員（45人） 

予算決算委員会付託議案 

・議案第 136号 令和 5年度姫路市一般会計補正予算

（第 4回） 

・議案第 137 号 令和 5年度姫路市介護保険事業特別

会計補正予算（第 1回） 

・議案第 209 号 令和 5年度姫路市一般会計補正予算

（第 5回） 

再開                ９時５７分 

分科会長報告について        ９時５７分 

厚生分科会長報告 

 議案第 136号、令和 5年度姫路市一般会計補正予算

（第 4回）のうち、厚生分科会関係については、老人

福祉施設等感染拡大防止支援事業費についてであり

ます。 

同事業は、新型コロナウイルス感染症の陽性判定を

受けた要介護・要支援認定者に介護サービスを提供す

る事業所に対し、必要な感染拡大防止対策経費を支援

するものであります。 

 分科会において、当該事業は、国が令和 5年度末ま

で支援を継続すると決定したことを受けて、全額県補

助金で実施するものであるが、令和 6年度も継続して 

実施するような考えはあるのか、との質問がありまし

た。 

 当局の答弁によりますと、引き続き、新型コロナウ

イルス感染症の危険度が高いと判断した場合、何らか

の支援を行う必要があると考えている、とのことであ

りました。 

 これに対して、委員から、国や県の動向を踏まえ、 

必要とされる財政支援などについて適切に対応され

たい、との意見がありました。 

経済観光分科会長報告 

 議案第 136号、令和 5年度姫路市一般会計補正予算

（第 4回）のうち、経済観光分科会関係については、 

中小企業活力創造事業費及び姫路城周辺イベント開

催経費についてであります。 

本補正予算は、例年、多くの来場者が見込まれ、桜

の開花時期に合わせて開催されている、ひめじぐるめ

らんど及び姫路城観桜会について、近年の桜の開花時

期の早まりに対応するため、令和 6年 3月末に開催で

きるよう、中小企業活力創造事業費、400万円及び姫

路城周辺イベント開催経費、1,280万円を増額補正す

るとともに、桜の開花時期が遅れた場合には、例年ど

おり 4 月上旬に開催できるよう繰越明許費補正によ

り、翌年度に繰り越そうとするものであります。 

分科会において、桜の開花時期に合わせたイベント

開催を想定しているとのことであるが、円滑に実施す

ることは可能なのか、との質問がありました。 

当局の答弁によりますと、開催時期の決定は、両イ

ベントの実行委員会で最終的に決定されることにな

るが、開催準備にはかなりの時間を要するため開花時

期の予想が相当遅くならない限りは、3月末でのイベ

ント開催を想定して準備を進めていきたい、とのこと

でありました。 

これに対して、委員から、市民、観光客及び旅行会

社等の多くは、例年どおりの 4月開催を見込んでいる

と思われることから、開催時期の変更についてはホー

ムページやＳＮＳ等も活用しながら、できる限り早期

に 

しっかりと周知を図られたい、との意見がありました。 

建設分科会長報告 

 議案第 136号、令和 5年度姫路市一般会計補正予算

（第 4回）のうち、建設分科会関係については、建設

局所管の繰越明許費補正についてであります。 

建設局では、手柄 44 号線ほか 1 路線道路補修工事

を年度内に完了することが困難となったため、道路維

持費のうち、1,620 万円を翌年度に繰り越すこととし

ております。 

 分科会において、本補修工事の対象である道路の具

体的な場所はどこであるのか。 

また、年度内に工事を完了することが困難となった

のはどのような理由によるものなのか、との質問があ

りました。 

当局の答弁によりますと、当該道路は市役所本庁舎

の北に位置する幅員約 5メートルの市道であり、当該

道路の近隣において交通規制を伴う他の工事を先行

しており、当該先行工事に加えて本補修工事を同時に

実施すると、交通規制の区域が拡大し、近隣住民にと
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ってより不便を強いることになることから、地元との

協議の結果、先行工事の完了後に本補修工事を着手す

ることとしたところ、年度内の工事完了が困難となっ

たものである、とのことでありました。 

総務分科会長報告 

 議案第 209号、令和 5年度姫路市一般会計補正予算

（第 5回）について申し上げます。 

 本補正予算は、国家公務員の職員の給与改定に準じ、 

本市の職員に係る期末手当及び勤勉手当並びに特定

任期付職員に係る期末手当の支給月数をそれぞれ引

き上げるとともに、当該職員に係る給料表の改定等に

伴う財源措置を行おうとするものであります。 

 分科会において、当該議案が本会議で可決された場

合には、給与改定による差額支給に係る手続はどのよ

うになるのか、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、給与改定差額分の支給に

ついては、本補正予算及び関係条例の可決後、年内に

は該当者に支給できるよう、迅速に事務処理を進めた

いと考えている、とのことでありました。  

分科会長報告に対する質疑     １０時０７分 

質疑なし 

 

付託議案審査について       １０時０７分 

・議案第 136号及び議案第 137号についてはいずれも

全会一致で可決すべきものと決定。 

・議案第 209 号については、賛成多数で可決すべきも

のと決定。 

 

委員長報告について         １０時０８分 

・正副委員長に一任することに決定。 

 

令和 5 年度姫路市一般会計補正予算（第 6 回）につ

いて                １０時０９分 

健康福祉局             １０時０９分 

説明 

・令和 5年度姫路市一般会計補正予算（第 6回） 

質問 

（質問） 

価格高騰生活支援給付金の支給に係るスケジュー

ルの広報・周知はどのように行おうと考えているのか。 

（答弁） 

予算成立後にホームページや広報ひめじにて、広

報・周知していきたいと考えている。 

なお、広報ひめじの掲載スペースは既に確保してお

り、速やかに対応したい。 

また、支給に係る説明会を開催している時間的な余

裕はないため、福祉団体に直接出向くなどし、周知し

ていきたいと考えている。 

（要望） 

しっかりと広報・周知を図りながら、早期支給に努

められたい。 

健康福祉局終了           １０時１７分 

 

閉会中継続調査について      １０時１８分 

・別紙のとおり閉会中も継続調査すべきものと決定。 

 

閉会               １０時１８分 

 


